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業種別チラシの配布について

・令和６年度成年後見制度利用促進協議会にて検討し作成
・医療機関（病院、薬局）、金融機関（銀行）に配布
・支援を要する市民の早期発見に繋がるよう、繋ぎ先や繋ぐ際の目安となる指標を周知

（成年後見制度に繋げる重要性や制度活用が有効な事例、相談先等を記載）
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概要

（医療機関用チラシ表面） （金融機関用チラシ表面） （裏面）



業種別チラシの活用状況に係る調査について

（１）目的
医療機関、金融機関に対し、業種別に配布したチラシの活用状況等を確認する
また、周知内容の見直しや、今後の配布先の検討等に繋げる

（２）調査対象
①医療機関：547か所（歯科、薬局も含む）
②金融機関：83か所

（３）回答形式
アンケート調査

（４）調査内容
チラシの活用の有無及び方法、チラシに関する意見、制度や相談窓口の案内について など

（５）回答数
①医療機関：32か所
②金融機関：21か所
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調査概要



アンケート調査結果（医療機関）①
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34%

66%

活用した 活用していない

◎チラシを活用したか
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◎チラシの活用方法（複数回答含む）

◎チラシをどのように感じたか ◎チラシに関する意見

・分野別、項目別の簡潔な短文にするとよい。

・診療所待合室に掲示しているのですが、費用に関しての問
合せ、どのような流れでどのような事までしてくれるのかと
いう質問が多いです。

31%

38%

25%

6%

理解しやすい やや理解しやすい
やや理解しづらい 理解しづらい



アンケート調査結果（医療機関）②
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36%

64%

案内したことがある 案内したことがない

◎成年後見制度を案内したことがあるか ◎相談窓口を案内したことがあるか

◎案内した際の本人の状態（複数回答含む） ◎相談窓口に繋いだことがあるか

14%

86%

案内したことがある 案内したことがない
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16%

84%

繋いだことがある 繋いだことがない



アンケート調査結果（金融機関）①
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81%

19%

活用した 活用していない

◎チラシを活用したか
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◎チラシの活用方法（複数回答含む）

◎チラシをどのように感じたか

53%
33%

14%
0%

理解しやすい やや理解しやすい
やや理解しづらい 理解しづらい

◎チラシに関する意見

・分かりやすくて良いと思う。

・窓口で家族が預貯金を払い出す際に、寝たきりや入院した
等、色々なケースが想定され、成年後見制度について説明す
ると、面倒だし下ろせなくなるし、そんな金額でないからと言
われる。

・もう少し具体的な料金や後見人になることができる人につ
いてなどが書いてあると分かりやすい。



アンケート調査結果（金融機関）②
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81%

19%

案内したことがある 案内したことがない

◎成年後見制度を案内したことがあるか ◎相談窓口を案内したことがあるか

◎案内した際の本人の状態（複数回答含む） ◎相談窓口に繋いだことがあるか

44%
56%

案内したことがある 案内したことがない
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19%

81%

繋いだことがある 繋いだことがない



アンケート調査結果（医療機関・金融機関）③
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◎どのように案内したか。その際、本人はどのような反応だったか。

【医療機関】
〇院内掲示を見ながらご家族に説明、チラシを手渡した。

〇司法書士を紹介し、本人と親族とに必要性を説明した。本人は拒否した。

〇施設へ入所の際の手続きで必ず契約が必要である。しかし、本人（家族を含む）が理解力がなく契約
が困難な事例等で案内をする事がある。

【金融機関】
〇一通り説明をしたが、面倒臭いし家族に話すから別に構わないと言われた。

〇意思表示が出来ないという家族の申し出を受け制度の話をした。家族は、諦めている様子に見えた。

〇親族から「本人の意思確認ができない場合はどうしたらいいのか。」という問い合わせを受けた際や
本人の意思表示が難しくなっている方で家族が来られた際に、成年後見人制度をご案内したが、費用や
時間が掛かる等の理由から難色を示される方が多いと感じる。

〇本人が来られない状況で、預貯金の手続きをしたいと家族の方が来た時などに案内することが多い。
本人と一緒に来店されている方に案内した事は現時点ではない。

〇近くに親族がいるようであれば親族の連絡先を伺う。親族がいないようであれば高齢者いきいき安心
センターへ連絡する。成年後見人制度については展開としてもう少し先のお話であったり、ご家族さま
に相談できる状況かと思われるのですがどうでしょうか？また、相談した中には、本人の了解が得られ
ずセンターでも対応ができないケースもあった。



業種別チラシの活用状況について
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調査結果より

•医療機関、金融機関のいずれも過半数が(やや)理解しやすいと回答

•要する費用や後見人になり得る者の記載を望む意見もあった。
職員の理解

•金融機関の方が、市民に対して成年後見制度について案内する機会が多い。

•支援を要する本人でなく、家族に対し制度を案内している。
制度の案内

•制度説明の際に、併せて相談窓口も伝えている。

•直接相談窓口まで繋ぐケースは少ない。相談窓口の活用

•掲示、あるいは職員が自由に閲覧できるようにした事業所が多い。

•職員研修資料として用いられていることは少ない。
周知方法

今後に向けて

周知の継続
より多くの職員が基本的内容を
知り、制度に繋げられるよう
改めて配布

情報提供
各機関へのチラシ配布の際に
既存のリーフレットも併せて送付
（申立手続、費用等記載のもの）
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